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検討の視点
○ 現行制度では、すべての子育て家庭を対象とした各種の子育て支援事業は、市町村の努力義務にとどまって
おり、その実施状況には地域格差が見られる。一方で、核家族化や、地域のつながりが希薄化する中、とりわけ
専業主婦の子育ての負担感・孤立感が高まっていることも踏まえ、新たな制度体系における各種子育て支援事
業の制度上の位置付けの強化について、どう考えるか。
※ 他の社会保障制度の例（介護・障害）においても、個人に対する給付とは別に、市町村の事業として位置付けているものが
あるが、重要な事業については、必須事業として市町村に実施を義務付けている。

○ 特に、保育サービスの必要性の判断基準（「保育に欠ける」要件）の検討において、公費による給付の公平性の
観点からも、専業主婦家庭に対する保育あるいは一時預かりの一定の支援を行われるべきという議論があり、こ
うした議論も踏まえ、一時預かりの保障の充実について、どう考えるか。
とりわけ、定期的・継続的な子育て支援が得られにくい３歳未満児（幼稚園就園前）をどう考えるか。

○ また、一時預かりについての
・ 市町村の実施責任の位置付け ※ 保育については、市町村に実施が義務付けられている

・ サービス利用（提供）方式のあり方
・ 給付（補助）の方式のあり方 ※事業者に事業実施費用を包括的に支払う仕組み、利用者個人に着目して給付を行う仕組み等

について、どう考えるか。

○ 一時預かり事業に対する財政的支援は、児童手当制度における事業主拠出金を財源とし、サービス量に応じ
て当然に支出が義務付けられるものではない裁量的な補助金と位置付けられている。

保障を充実し、量的拡大を図っていく上で、財源面につきどのような仕組みとすることが適当か。
・ 財源保障を強化（例えば義務的な負担金）する場合には、財政規律の観点からの一定のルール（※）が求められる
※他の社会保障制度（介護・障害）の例では、給付の必要性・必要量の判断（認定）、利用量に応じた利用者負担などが設けられている。

・ 一方、一時預かりの機能については、保育所や地域子育て支援拠点のような事業所において預かる形態から、ベビーシッ
ターやファミリーサポートセンターの提供会員による預かりなど、実態上様々な形態により担われており、地域の実情に応じた
柔軟な取組が行える仕組みが求められる側面もある。
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○ 乳児家庭全戸訪問事業・養育支援訪問事業や、地域子育て支援事業は、子育ての負担感・孤立感を軽減
し、虐待の防止にもつながる重要な意義を有しているが、こうした事業の取組の促進をどう図るか。

○ その他、多様な子育て支援事業があるが、地域特性に応じた柔軟な取組を尊重しつつ、積極的な取組を促
すために、どのような財政支援が求められるか。
※ 次世代育成支援対策交付金は、市町村の事業計画全体に対し、包括的に交付するため、事業毎の配分等市町村の
自由度が比較的高い仕組みである一方、国の予算総額の範囲内で、各市町村の事業量等に応じて配分する仕組みである
ため、事業実施費用の一定割合の財政支援が保障されるものではなく、また、１／２を市町村が負担する仕組みとなっている。

※ 他の社会保障制度の例（介護）においては、実施が義務付けられている事業（必須事業）のほか、地域の実情に応じた柔軟
な取組の実施（任意事業）に対しても、上限額（給付費の一定割合）の範囲内で、事業実施費用の一定割合を国・都道府県が
負担する仕組みとなっている。

○ 一時預かり事業や地域子育て支援拠点事業等、各種の子育て支援事業の量の拡充に向けた担い手の育成
をどう図っていくか。

また、質の向上に向けた担い手の研修やバックアップ支援といった取組の強化が必要ではないか。その他、
各種の子育て支援事業の質の向上をどう図っていくか。

○ 「基本的考え方」（本年５月）においても、親の子育てを支援するコーディネーター的役割が検討課題とされて
おり、また、保育サービスの提供の仕組みの検討においても、保育の利用に際して同様の役割が必要との議論
がなされている。

現行制度においても、市町村に対し、子育て支援事業の利用のコーディネート（あっせん・調整）をする義務が
課せられているところであるが、こうした機能を誰がどのように果たしていく仕組みとするか。

○ NPOや地域住民など多様な主体が担い手となって、地域全体がかかわっていけるような子育て支援、子育て

支援に関わる者のネットワーク化、親自身がやがて支援者に回れるような循環を生み出せる地域の構築といっ
た取組の強化として、どのような仕組みが考えられるか。


